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１. はじめに 

 サブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）

諸国の独立以降の教育発展には目覚しいも

のがある。多くの国はあらゆる段階での教

育機会拡充のため、教育に優先的に投資し

てきた(World Bank 1988)。このことは、

1992 年を例にとれば、アフリカ地域の場合、

国家が一人当たりの GNP の 27.9％を生徒

一人に支出しているのに対し、先進国を含

めたその他の地域が 14～21％であること

からもわかる(UNESCO 1995 p.109)。しか

し一方で、米ドルベースでは 81 ドルと開発

途上国（以下、途上国）の平均 218 ドルを

大きく下回っている(ibid.)。特に 1980 年代

のアフリカ地域における生徒一人当たりの

教育支出は、1980 年の 83 ドルから 1990

年の 76 ドルと逆に下がっており、また、初

等教育総就学率(gross enrolment ratio)も

同期間に77.5％から68.9％に低下している

(UNESCO 1993 p.104)。1990 年代に入っ

てこの傾向に若干の歯止めはかかっている

が、1980 年代にこのような停滞を経験した

地域は他にない。 

アフリカ諸国は国家歳出のかなりの割合

を教育に注ぎ込んでいるが、国際的標準か

ら見ればその絶対額はわずかなものに過ぎ

ないと言える。その上、初等教育予算では

教員給与が 85～95％を占め、教科書等の教

材には児童一人当たり 0.6 ドル程度しか支

出できない国が多い(World Bank 1988 

p.46,141)。このことは、アフリカに対して

外部からの資金が不可欠であることを物語

っており、教育分野の国際協力を優先すべ

き必要性と妥当性を示唆しているように思

われる。 

 それでは、十分な国際援助がアフリカに

対して行われていないのであろうか。現実

には、アジア以上に多くの援助資金が供与

されており、人口一人当たりで換算すると、

アジアの約6.6倍(1995-96年)もの援助をア

フリカは受け取っている (OECD 1998 

p.A61)。日本は 1980 年以降、二国間援助

の 11～13％をアフリカに配分しており、そ

の割合はわずかであるが増加傾向にある

(ibid. p.A64)。この割合からすればアフリカ

に対する日本のプレゼンスは、さほど大き

くないようにも考えられるが、アフリカか

ら見ると日本はフランスに次ぐ第二位の援

助国である（外務省 1997 240 頁）。フラン

スの援助の大半は旧宗主国に対するもので

あるという現実からすれば、アフリカ全体

に対する日本の援助額は相当なもので、そ

のインパクトはかなりあるはずであるが、

必ずしもそうではない。これは、アフリカ

に対しては特に、人的交流が中心の技術協

力の割合が少なく、施設建設や機材供与と

いった無償資金協力に偏重していることに

も一因があろう。 

 本論では、最初に日本の対アフリカ教育

協力・援助の経過と政策を簡単にレビュー

する。次に、世界銀行が日本と共同で開催

した教育政策セミナーの位置づけと結果を
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整理し、最後にそこから得られた問題点と

課題の分析を試みる。 

 

２．アフリカに対する日本の教育協力・援

助 

1990 年に開催された「万人のための教

育」世界会議（ジョムチェン会議）を契機

として、日本政府も基礎教育に対する国際

協力を積極的に推進しようとしている。最

近の『我が国の政府開発援助 ODA 白書』

には、高等教育や専門技術教育中心の教育

協力から基礎教育分野への協力の拡充が繰

り 返 し 述 べ ら れ て い る ( 外 務 省 

1997,1996,1995)。世界にこのような基礎教

育水準の底上げが必要な地域は少なくない

が、第一にアフリカが考えられることは前

述のとおりである。 

 アフリカの周縁化が進んでいるといわれ

る中、日本はアフリカに対する協力を強化

している（外務省 1997 101 頁）。1993年

に東京でアフリカ開発会議を主催して以来、

日本政府はさまざまなコミットメントを行

っている。1996年 4 月に南アフリカで行わ

れた国連貿易開発会議総会では、当時の池

田外相が日本の「対アフリカ支援イニシア

ティブ」を発表し、1998 年をめどにアフリ

カ開発会議第二回会合を開催することや初

等教育の普及を中心とした教育協力の推進

を含めた人造り支援を約束している。 

 さらに、1996 年 5 月に OECD開発援助

委員会（DAC）において採択された「新開

発戦略」において、日本は具体的な 7 つの

開発達成目標を設定するために主導的な役

割を果たし、そのうち 2 項目が教育に関連

している（外務省 1997 17 頁）。それらは、

2015 年までに初等教育を完全普及させる

こと、及び 2005年までに初等・中等教育に

おける男女格差を解消することである。

1990 年に開催されたジョムチェン会議で

は、2000 年までに初等教育を完全普及させ

るという行動計画を採択したが、その計画

はすでに 15 年先送りされたことになる。さ

らに遡れば、ユネスコが中心となって策定

した 1959 年のカラチ・プランや 1961 年の

アジスアベバ・プランでは初等教育の完全

普及を 1980 年とした計画が策定されてい

るが、周知のとおりこの目標は達成されて

いない。 

 初等教育の完全普及という地球的規模の

課題に対し、日本は 1996 年以降、さまざま

な国際的援助政策を決定する場面において

積極的な貢献を表明している。したがって、

1990 年代前半と後半とでは初等教育分野

の協力を実施するにあたって、日本を取り

巻く環境は大きく変化している。特に、DAC

新開発戦略で数値目標を設けることを日本

が提案したことは、初等教育普遍化のため

の資金面だけの貢献ではなく、新たなアプ

ローチを提案するぐらいの知的貢献を行う

責務が発生しているのかもしれない。1998

年 1 月にまとめられた 21 世紀に向けての

ODA 改革懇談会報告書には、「現在の国際

社会で、実際の援助供与に際して重視され

るのは、ソフト面の能力である」と明言さ

れている（外務省 1998 38 頁）。 

 同 ODA 改革懇談会報告書では「日本の

特徴と経験を生かした援助」を行うことを

大きな柱として提言しているが、このこと

は教育分野においても例外ではなかろう。

これまで、基礎教育は国家の根幹に関わる

事項であり、したがって、日本はソフト面

より学校建設や機材供与などのハード面の



澤村信英 

協力を中心に行ってきたと対外的に説明し

ている(Carr-Hill and King 1992)。ただ、

この言い分も前述のように 1990 年代後半

の援助の潮流と日本政府のコミットメント

からすると、基礎教育に対するソフト面の

協力は慎重に行うべきであるという主張は、

少なくとも援助機関側では受け入れられそ

うにない。日本のアフリカに対する基礎教

育分野（初等教育レベル）の代表的協力は

無償資金協力による小学校の教室建設であ

るが、このようなハード面だけの協力を今

日の援助思潮の中で初等教育に対する協力

だと国際的に認知させることは困難であり、

新たな方策を検討することが緊要の課題で

ある（澤村 1997）。 

 技術協力の中心的実施機関である国際協

力事業団（JICA）は、1994 年に教育分野

援助研究会報告書を取りまとめるなど、積

極的に教育援助実施に関する研究を行って

いる（国際協力事業団 1994）。この報告書

には重点内容として、教育行政の強化、教

師の養成と質的向上等が提言されている。

まさにソフト面の協力を推進していこうと

する意気込みが感じられる。JICAがこの報

告書を作成した翌年、1995 年の ODA 白書

には、「教育行政・教育計画等我が国が必ず

しも十分援助経験を有していない分野にお

いても、他の主要援助国・機関との連携を

密にして、相手国の自主性に十分配慮しつ

つ、相手国の計画策定の段階から何らかの

形で関与し、協力を行っていくことが望ま

れる」と述べられており、ソフト面の協力

の必要性が謳われている（外務省 1995 204

頁）。 

 このように、援助政策決定機関である外

務省は、実施機関である JICA の研究会報

告をもとに援助方針を決定しているともい

えよう。この報告の他にも JICA は、アフ

リカ諸国における基礎教育の現状を分析し、

日本の協力の可能性とそのアプローチを取

りまとめており、アフリカの基礎教育が協

力優先分野になっていることがわかる（例

えば、国際協力事業団 1997）。しかしなが

ら、日本が基礎／初等教育分野で協力する

ためにソフト面でどのような優位性と経験

を有しているかまでは明らかにしていない。

そのためには今後、日本側の援助実施体制

の整備はもとより、日本の教育経験を途上

国側関係者が利用しやすいように体系的に

整理・解析することが必要である

(Sawamura 1995)。 

 今のところ、初等教育の普及が現在の日

本の経済発展の一因であると言われている

にもかかわらず、その初等教育普及の経験

が日本の対アフリカ援助で活用されたとい

う実績はあまり聞かない。日本が国際的に

求められている役割の一つは、欧米の近代

化の課程とは異なる経験を礎に、日本独自

の情報を発信していくことであろう。この

ような日本の経験を積極的に提供していこ

うとする流れは今日の日本の国際協力に確

かに存在している。日本が教育援助に絶対

的な影響力を持つ世界銀行と共同で教育政

策セミナーを開催したのは、その一例であ

ろう。 

 

３．世界銀行教育政策セミナー 

 従来、日本の教育制度や日本人の教育に

対する価値観が諸外国と異なることを、日

本側は国際協力の際のマイナス点と考える

傾向があったが、この事実を日本の比較優

位であると考える発想の転換が必要である。
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その典型的な例は、「○○国の教育制度は英

国／フランスの制度を踏襲しているのでソ

フト面はそれらの援助国と協調し、日本は

ハード面の協力を中心に行うことが適当で

ある」というように、日本の施設建設中心

の協力を正当化することである。もちろん

日本側の人材不足という現実問題は存在す

るものの、教育制度が異なることをマイナ

ス要因だけで捉えるのであれば、比較教育

学という学問も存在し得なくなってしまう。

教育分野の国際協力は技術（テクノロジー）

の移転とは異なり、経験の共有とその比較

を通じて、途上国側の教育の問題点と課題

を理論的に理解してもらうことであろう。

日本の経済発展と教育の関係は別にして、

初等教育の拡充を急速に成し遂げた日本は、

多くの途上国が今後直面するであろう問題

をすでに解決してきた経験を有しているこ

とを指摘する研究者も少なくない(Passin 

1965)。このような経験を国際協力を通じ途

上国の政策決定に資するような情報を提供

できれば、日本の教育協力の幅が広がり展

望が開けてくる。 

 今般、世界銀行が日本と共同で教育政策

セミナーを開催したことは、このような趨

勢を証明する好例であろう。このセミナー

開催の背景と内容は、次のとおりである。 

 日本を代表する財団法人 国際開発高等

教育機構（FASID）は、定期的に世界銀行

経済開発研究所と共同でセミナーを開催し

ている。これは、途上国と日本の双方の開

発政策立案者や実施の担当者が、理論的な

裏付けと共に互いの経験を学びあうことに

より開発マネジメント能力の向上を図るこ

とを目的としている。セミナーは、日本政

府が開発政策・人材育成のための基金とし

て世界銀行に拠出した資金の一部を利用し、

1991 年から実施されている。これまで経済

や環境がテーマの中心であったが、今次第

13 回セミナーでは、「東/南アフリカにおけ

る教育と経済発展」が取り上げられ、ザン

ビア共和国ルサカ市で 1998年 1月 27日か

ら 30 日まで開催された。 

 本セミナーへはウガンダ、マラウイ、ザ

ンビア及びモザンビークのアフリカ 4 ヶ国

が参加した。これらの国々は、各国の初等

教育の現状、特に財政面での分析、及び初

等教育の質に関し調査を実施してきた。こ

れらの調査と併せ、コロンビアにおいて農

村部の初等教育普及に寄与したといわれる

「新しい学校（Escuela Nueva）」に関し、

現地調査も行っている。この「学校」は、

人口密度の低い地域で子どもの学校へのア

クセスを確保するため複式学級制度を導入

したところに特徴がある。この他。今回の

ザンビアでの政策決定者を交えたセミナー

に先立ち、1997年 5 月及び 9 月にウガンダ

及びモザンビークでそれぞれワークショッ

プが開催されている。日本側は、潮木守一

氏（当時、名古屋大学大学院 国際開発研

究科教授）及び金子元久氏（東京大学教授・

大学総合教育研究センター長）が中心とな

り本事業が進められてきた。 

 本セミナーの目的は、次のとおりである。 

（1）国別調査により初等教育の現状を正確

に把握し、調査・分析能力を向上させ

る。 

（2）コロンビア、日本等の初等教育普及の 

経験が、アフリカの教育改革において

どのように参考となるのか、その適応

可能性を検討する。 

（3）国別に初等教育改革のための政策提言
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を作成し、全体で討議・検討する。 

 

 

４．各国の調査結果 

 教育援助において途上国側の調査能力を

向上させることの重要性は、これまでも指

摘されているとおりである（King 1991）。

特に DAC 新開発戦略の大きな柱の一つで

あるオーナーシップとパートナーシップが

強調されている昨今、その能力形成は不可

欠な要素であろう。このセミナー開発の大

きな目的の一つは、まさに途上国側の調

査・分析能力の向上にある。ウガンダ、ザ

ンビア、マラウイ及びモザンビークの各調

査チームから提出された報告書は、本セミ

ナー開催の段階では未完成な部分も少なく

なかったが、各国の初等教育の概要、政策

提言の骨子、及びそれに対する筆者の所見

は、概ね次のとおりである。 

 

＜ウガンダ＞ 

―初等教育の概要― 

 初等教育は 7 年制であり、その後 4 年間

の前期中等教育と 2 年間の後期中等教育が

続く。1997 年に導入された初等教育普遍化

政策により就学者数は、1996 年の 274 万人

から 517 万人（このうち 40％が 1 年生）に

急増し、総就学者数は 105％に達した。通

常予算のうち初等教育が占める割合は、

1995 年度の 7.8％から 1998 年度には

17.6％に達すると見込まれている。1995 年

の中途退学率は地域によりかなりの差があ

るが平均 19％であった。同年の留年率は、

平均 11％で 1年から 2年への進級時が最も

高く 14％に及んでいる。初等教育普遍化と

共に自動進級制を導入し、留年は制度上な

くなっているが、児童の学習到達度の低さ

が新たな問題となっている。 

―政策提言― 

（1）地方分権化政策との関係から教育関連

法規のレビューを行う。 

（2）教育委員会等の組織を強化する。 

（3）教育行財政の効率的運用のため、民

間・地域社会との役割分担を明確にす

る。 

（4）資源の効率的分配のため、セクター開

発計画や予算配分を見直す。 

（5）現行の教員研修に監察・監督といった

実践的内容を含める。 

（6）初等教育における平等な機会を保証し、 

中等・高等教育レベルでの就学機会の 

不近東を改善する。 

（7）全国レベルのスクール・マッピングに

より学校配置を改善しアクセスを良く

する。 

（8）二部制授業や複式学級により、限られ 

た資金の有効活用を図り、自立発展性 

を確保する。 

（9）各教育段階において外部効率に関する 

情報が得られるような仕組みを整備す 

る。 

（10）初等教育普遍化政策の実施により貧

困層が裨益するようになり、中等教

育レベルにおいても同様に就学率の

向上を図る。 

（11）初等教育の質的低下と児童の学習到

達度が低いことが指摘されており、

数理・識字能力の修得に重点を置い

たカリキュラムを編成する。 

（12）児童の学習到達度を高めるため、教

員給与や研修・教材・地域社会に対

する支援を行い、学校の主体性を高
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める。 

―所見― 

 経営コンサルタントが中心になり調査を

進めていることからか、マクロ分析が中心

であり現場レベルの提言が少ない。初等教

育普遍化という政治的決断と現実の間で一

番の苦難を強いられているのは学校現場で

あろうが、そこでどのような問題が起こっ

ているのか体系的に調査されていない。児

童の学習到達度が低いことを繰り返し指摘

し、効率的資源の活用と初等教育の質を確

保することに提言の力点を置いている。こ

れは、これまで増加してきた初等教育予算

はすでに限界で、今後とも維持可能な額で

はないことに起因するのかもしれない。そ

の一方で。初等教育の質の確保よりむしろ、

中等教育の量的拡大を優先しようとする傾

向もある。 

 

＜ザンビア＞ 

―初等教育の現状― 

 初等教育は 7 年間であり、その後前期 2

年と後期 3 年の中等教育が続く。1977 年の

教育改革報告書で、前期中等教育の 2 年間

を初等教育として小学校で行うことが提言

され、現政府も 9 年制を進めている。現在、

この9年制のbasic schoolと呼ばれる小学

校と 7 年制の小学校（primary school）が

混在している。初等教育総就学率は、1993

年に 104％あったものが、1996年には 97％

に低下している。絶対的な就学児童数にお

いても停滞傾向にある。1993 年と 1995 年

の教育予算に占める初等教育予算を見ると、

いずれも 34％とほとんど変化していない。

逆に、高等教育予算は 22％から 25％に増加

している。 

―政策提言― 

（1）学校施設等の拡充を行う。 

（2）初等教育終了後の教育機関を増設する。 

（3）資金源を拡大する。 

・小中学校において成人識字教室を実施す

るなど、学校の副次的活動により収入を

得る。 

・保護者や地域社会の学校への貢献度を高

める。 

・援助機関の断片的協力を調整する。 

（4）貧困層に裨益する初等教育レベルへ資

源の分配を優先する。 

（5）現場レベルで次のような点を改善する。 

・学校の改修を行う。 

・図書室を設ける。 

・机の修理及びその数を増加させる。 

・教科書の配給数を増やす。 

・定期的に給与を支払う。 

・職員の職場環境を改善する。 

・教材の供給を改善する。 

・正職員を増やす。 

・作業を行うための用務員を雇用する。 

・学校監査を頻繁に行う。 

・農村部の学校での生活環境を改善する。 

―所見― 

 大学の経済学者が中心となって調査を進

めてきた。資金源の拡大と初等教育に対す

る資源の優先的分配について言及されてい

るが、効率的な資源の活用には触れられて

いない。学校施設の拡充と初等教育終了後

の教育機関を増設することが提言されてい

る一方で、制度面の改革については一切含

まれていない。ミクロ分析の結果として、

学校レベルでの新たな資金を必要とする過

剰とも思える改善策が多数盛り込まれてい

る。初等教育総就学率がすでに 100％前後
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を上下しており、組織・制度等ソフト面に

は自負があるのか、それを改善し効率的運

営を行おうとする姿勢はあまり見られない。

予算面において、大学教育を手厚くする傾

向にある。 

 

＜マラウイ＞ 

―初等教育の概要― 

 初等教育は 8 年制であり、その後 2 年間

の前期中等教育とさらに 2 年間の後期中等

教育が続く。1994 年に無償初等教育計画を

開始し、教育、特に初等教育に対する予算

を増額している。1990 年度に教育予算に占

める初等教育予算の割合は45％だったもの

が、1994 年度には 71％に達している。初

等教育就学児童数は 1993 年の 190 万人か

ら 289 万人に達した。平等なアクセスに対

しては一定の効果があったものの、教育の

質や効率の問題は解決されていなかった。

この計画のため政府は、新たに 955 の小学

校を開設すると共に（教室の手配は地域住

民が行う）、2 万人の臨時教員を雇用した。

使用可能な建物や木陰は教室となり、教材

は今まで以上に不足するようになった。 

―政策提言― 

（1）農村部での女子の就学率を促進するた 

め、女子職員に対し赴任のインセンテ 

ィブを与える。 

（2）農村部で学校建設をさらに進めるとと 

もに有資格教員を配置する。 

（3）学校と地域社会のパートナーシップを 

高める。 

（4）教員研修を充実させる。 

（5）農村部の教員住宅を改善し給与以外の 

手当を支給する。 

（6）学校校舎の改修を学校運営委員会に対

し奨励する。 

（7）特別手当の導入により二部制授業の実 

施を促進する。 

（8）校長研修を定期的に行う。 

（9）校長に対し弾力的な学校運営を認め、 

それに対し必要な支援を行う。 

（10）労働力調査などを通じ外部効率性と

いう考えを導入する。 

（11）効率的運営を行っている私立学校の

実践経験から学ぶ。 

―所見― 

教育省関係者が中心に調査を行っているた 

めか、マクロ分析が弱い。経済的効率性の 

改善にはほとんど触れられておらず、農村 

部での教育の拡充に対する提言が中心にな 

っている。校長・教員研修の充実も強調さ 

れている。マラウイの教育状況及び社会環 

境はウガンダと類似している点が多いが、 

政策提言はかなり異なり、調査担当者の専 

門領域を映し出した結果となっている。初 

等教育普遍化に対する政府のコミットメン 

トを一番強く感じさせるが、質の改善に対 

する方策が十分検討されていない。興味深 

いのは、初等教育における私学の学校運営 

での高い効率性に注目し、公立校への適応 

を提言している点である。 

 

＜モザンビーク＞ 

―初等教育の現状― 

 初等教育は 7 年間で、5 年間の前期と 2

年間の後期に分けられている。中等教育は、

善意 3 年、後期 2 年の 5 年間である。1983

年の教育基本法により初等教育は義務化さ

れたが、1992 年になってその制度を取りや

めている。この前期の 1996 年の純就学率は

36％、総就学率 62％という数字があり、こ
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れは 1990 年の数値とほとんど変わりがな

い。独立直後の 1970 年代後半の総就学率が

100～110％であったことからすると、1980

年代中頃からの内戦後遺症であろうが、現

在のこれらの数値はかなり低いと言わざる

を得ない。特に、留年（20‐30％）と中途

退学（15％以上）が著しく多い。初等教育

に振り向けられる予算は、1990 年の 50％

から 1997 年に 56％とわずかに増加してい

るにすぎない。 

―政策提言― 

（1）学校建築に住民の参加を高めるため、

低コスト小学校の建設方法を開発する。 

（2）教科書代を家庭の負担とする（但し、

経済的には恵まれない家庭を除く）。 

（3）教育の質を確保するため監査・教育制

度を強化する。同時に、留年を児童の

責任にするのではなく、教員が責任を

持つ。 

（4）教員訓練を強化すると共に、その指導

者を養成する。 

（5）校長研修を充実させる。 

（6）教員の給与及び職場環境を改善する。 

（7）ポルトガル語を第二外国語として教え

る。 

（8）前期初等教育における二言語教育の長

所・短所を調査する。 

―所見― 

民間コンサルタントや大学関係者を含めず

教育行政官により調査が行われた。住民参

加や教員の専門家知識を高めるための方策

が提言されている。学校運営の効果的方法

に比較的焦点が絞られており、逆にマクロ

な提言が含まれていない。政策提言の第一

に学校建設があげられているのは、内戦で

半数以上の教育施設が破壊されたことと符

号しているかもしれない。旧宗主国の遺産

であるポルトガル語による教育に苦慮して

いる点が提言の中でも見受けられ、英語圏

である他の三ヶ国と大きく異なる。高い留

年率は、児童の学習到達度が他の国に比べ

て低いためというより、これを容認する制

度上の問題であろう。留年の責任は教員に

あるとする意識改革が提言されているのは

興味深い。 

 

５．初等教育開発の推移と政策提言の比較 

 各国の教育指標を横断的に比較すること

は、そもそもの統計の取り方や信憑性に問

題があることが少なくないので慎重に行う

必要がある。年齢別人口統計が正確でない

た め 、 計 算 上 で 純 就 学 率 （ net 

enrolmentration）が 100％を超えてしまう

例も見受けられた。世界銀行はこのような

アフリカ諸国の統計整備状況を、「途方もな

い相違と重大な欠陥」と表現している

（World Bank 1989 p.2）。精緻に比較

することは難しいが、おおよその教育開発

の現状と推移を比較・考察すると、各国の

初等教育普及に取り組む姿勢がより鮮明に

浮き上がってくる。このようなアフリカの

近隣国間で教育の現状と政策を比較し、そ

の背景と関連づけようとする試みは、これ

まであまり行われていない。 

 各国より提出された報告書のドラフトか

ら得られた情報をもとに初等教育の現状を

簡単に比較すると、表 1 のとおりまとめら

れる。可能な限り同一年代での比較を行っ

たが、整合性に欠ける点が多いのは、当該

国のデータが不足しているためである。

表 1 初等教育の現状と政策の比較 
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  ウガンダ ザンビア マラウイ モザンビーク 

初等教育年限 7 年 7 年 8 年 7 年(前期5 年) 

総就学率 

70%('92)    

→105%('97) 

92%('92)    

→97%('96) 

68%('92)    

→134%('96) 

60%('92)     

→62%('96)*** 

純就学率 63%('92) 68% ('96) 85%?('96) 36%('96)*** 

総就学者数 274 万 人 ('96)

→517 万人('97) 

172 万 人 ('93)

→175 万人('96) 

190 万 人 ('93)

→289 万人('96) 

120 万 人 ('92)

→175 万人('97) 

中途退学率 19%('95) 4%程度('95)** 10%程度('95)** 15%以上('96)*** 

留年率 11%('95) 25%('96) 18%程度('95) 20～30％('96)*** 

教育予算に占

める初等教育

予算の割合 

51%('95)    

→64%('97) 

26%('90)    

→34%('95) 

45%('90)    

→71%('94) 

50%('90)    

→56%('97) 

初等教育普遍

化に関する政

策 

初等教育普遍化

政策を導入した

(1997 年)。 

初等教育だけの

普遍化を優先し

ていない。 

無償初等教育普

遍化政策を導入

した（1994 年）。 

初等義務教育制

を中止した(1992

年)。 

教育政策上の

特徴 

政治的コミットメ

ントにより、ごく短

期間で就学率を

向上させた(1996

年に70%程度だっ

たものが、翌 97

年には 105%に達

している）。マラウ

イ類似している。 

最低限の質を確

保することを優

先しているため

か、留年率が高

く就学者数の最

近の伸びがほと

んどない。初等

教育に振り分け

られる教育予算

も多くはない。 

初等教育予算の

割合を増やし、政

治的コミットメント

によりごく短期間

で就学率を向上

させた(1993 年に

90%だったものが

翌94年には130%

を超えている）。 

政治的に就学率

を上げようとして

いるウガンダやマ

ラウイと対照的で

ある。初等教育

に振り分けられる

教育予算も 1990

年代にさほど増

加していない。 

? 1992 年の数値は UNESCO（1995）による。 

? ? 平均値ではなく 4学年から 5学年への留年率 

? ? ? 前期 5年間の数値 

 

基本的教育政策に関しては、ザンビアとマ

ラウイが政治的・政策的に初等教育の量的

拡大を最優先させようとしているのとは対

照的に。ザンビアでは初等教育のさらなる

量的拡大を目標とするのではなく。中等教

育以降の拡充に関心が移っている。モザン

ビークは、総就学率は 60％代で低迷してい

るが、1970 年代後半に総就学率が 100％を

超えていた実績（及び内戦というある種の

不可抗力による教育普及の停滞）からか、

将来の初等教育普及に対する自信のような

ものを感じさせる。過去にかなり高い就学

率を達成した（社会主義体制をとっていた）

経験を有するザンビアとモザンビークは、
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初等教育の普遍化を新たな政治的目標に設

定しにくいのかもしれない。 

 ウガンダとマラウイの例は、総就学率を

100％以上にすることは、政府の強いコミッ

トメントがあればそれほど困難なことでは

なく、それだけに教育の質をどのように評

価し量と質のバランスを取るのか、そして

一過性のものでない自立発展性を確保する

のかが重要であることを暗示している。こ

のことは改めて指摘するまでもないが、「初

等 教 育 普 遍 化 （ universal  primary 

education）」は、総就学率が 100％以上の

状況と一般には定義されることが多いので、

教育の質の議論が十分になされない傾向が

ある。このような中、Colclough with 

Lewin(1993 p.41)は、最低限の質を保った

学校ですべての子どもが就学できる学校シ

ステムを有する状況を意味する「国民皆学

校(schooling for all)」を初等教育普遍化と

区別して使用し、教育の質が軽視されるこ

とを懸念している。 

 各国の政策提言は、どのような専門領域

の者が調査に携わったかによりその内容に

特徴があり、逆にバランスのとれた提言を

行うことの難しさを示している。経済の専

門家は国レベルのマクロな提言が中心にな

り、どちらかといえば教育の専門家は学校

レベルのミクロなものが多い傾向にある。

そして、世界銀行などの政策提言と大きく

異なるのは、経済効率を最優先するのでは

なく、現場で働く教員の顔の見える内容に

なっている点である。逆に、教育省内や現

場の声を知れば知るほど革新的な政策が取

り難くなることも暗示している。構造調整

の問題に関してはこれまでも議論が多いが、

この外圧をてこにしながら抜本的な教育改

革を進めるのも、うまくすれば現実的で実

行可能な方法かもしれない。 

 セミナー開催の目的の二番目にあげられ

ているコロンビアや日本の経験がアフリカ

の土壌でどのように活用されるのかという

ことに関しては、調査結果を見る限りどこ

に反映されているのか判然としない。コロ

ンビアで農村部の初等教育拡充のために複

式学級制度を導入した経験は、直接的に現

代のアフリカには応用できないのかもしれ

ない。日本についても、明治期の初等教育

普及を最優先しほぼ普遍化が達成されてか

ら順次中等教育以降の拡充を始めたという

経験は、現代のアフリカ社会ではなじまな

いのも事実であろう。何よりも教育開発経

験を共有し教育計画の策定に役立てるため

には、当事国がその経験を社会環境の異な

る国外に提供できるよう、その適用可能性

を体系的に整理・分析し、「利用されやすい

状態」にすることが前提条件なのだろう。 

 

６．オーナーシップとパートナーシップ 

 4 ヶ国それぞれの分析方法や結果に問題

や課題も少なくないが、この種の政策提言

を含む報告書がこれまで世界銀行など国際

機関の専門家が中心となり作成されてきた

ことからすれば、現地のリソースを活用し

て調査・分析したことは、非常に意義深い

ものがある。しかし、現実の問題はこのよ

うに現地側の努力によって策定された政策

提言を援助機関側が本当に支援するつもり

があるか否かであろう。南アフリカ共和国

の例を見るように、現地側により作成され

たオーナーシップ満点の開発計画に対して、

援助機関側が協力したという確証はほとん

ど存在しない(King 1998b)。言うまでもな
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く、初等教育分野における協力は、他の分

野以上に相手国の主体性が必要であるが、

調査・解析能力が不十分である多くの国に

対し、パートナーとしてどのような支援を

行おうとしているのであろうか。 

 オーナーシップとパートナーシップが援

助機関側の政策に氾濫している一方で、途

上国側が主体性を持つことを欧米の援助機

関は、本当に歓迎しているのであろうか。

すでに個別プロジェクトからセクター開発

計画の段階に援助アプローチが移っている

ことは、被援助国から見れば援助の多様性

が減少し、被援助国の自由度が少なくなっ

ているという見方もできる。そのような状

況で、被援助国は開発計画に対するオーナ

ーシップを求められている。現実に起こっ

ていることは、タンザニアやケニアで策定

されたマスタープランのように特定の援助

機関の優先順位に非常に影響を受けている

(King 1998a)。そもそも多様な援助の歴史

を有する国が同一の枠組みの中で円滑に活

動することが本当にできるのだろうか。援

助調整は被援助国が本来行うべきであるが、

現実はドナー側で調整してきたことからす

ると、調整さえ容易でない国が真のオーナ

ーシップを持てるとは考えにくく、今後途

上国側でどのようなインパクトが生じるの

か見守っていく必要がある。 

 1997 年にまとめられた英国の国際開発

白 書 (Eliminating World Poverty: A 

Challenge for the 21st Century)は、パート

ナーシップという考えをきわだたせている。

(DFID 1997)。しかし、このことは援助国

側の政策に合わせなければパートナー国と

しては失格であり、従ってそのような国に

対して援助は行わないという危険をはらん

でいる(Riddle 1998)。これはまさに旧来の

コンディショナリティーとほとんど変わら

ない。ただし、その政策は市場(market)か

ら道徳性(morality)へと言葉を変えており、

「道徳経済(moral economy)」とも言うべき

ものの存在を暗示している(King 1998a)。

スウェーデン外務省は、同じく 1997 年に

『アフリカとのパートナーシップ

(Partnership with Africa)』(Ministry of 

Foreign Affairs 1997)と題する援助政策書

を取りまとめているが、そこでも援助の構

造的問題よりも価値と態度に関連する「倫

理規定(moral code of conduct)」をパートナ

ーに期待している(Gustafsson 1998)。 

 政策対話からパートナーシップの時代に

なり、日本では自助努力に対する支援と理

解されることが多いが、被援助国にとって

はコンディショナリティーよりも自由度の

ない時代に突入したことを意味しているの

かもしれない。援助額が大幅に削減された

今日においてパートナーシップという概念

が援助の世界に導入されたことは注目に値

する。コンディショナリティーと援助協調

を合わせて具現化したものがパートナーシ

ップであると考えるのは間違いであろうか。

開発政策に対する途上国側の自由度がなく

なる一方で、その結果に対する責任だけが

途上国とその国民に負わされようとしてい

るのかもしれない。 

 日本の援助では、途上国の自助努力と途

上国との共同作業を従来から重視してきた。

特に、｢援助｣より｢協力｣という言葉が多用

されてきたことは、その一つの例であろう。

このことは、今の国際思潮を日本は数十年

も前から実行していたことを示しているの

かもしれないが、国際的に通用している｢パ
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ートナーシップ｣と日本が理解している意

味合いには、少し溝があることを認識する

必要がある。例えば、｢政策対話｣は欧米流

援助ではコンディショナリティーを意味す

るが、日本は相手国との文字どおりの考え

方や意見の調整が重要であることを協調し

ている(外務省 1995:77)。新援助パラダイ

ムとして、修辞的なパートナーシップでは

なく、日本が目指してきたような真のパー

トナーシップが国際的に構築されることを

期待したい。 

 

７．おわりに 

 わずか数日間のセミナー出席であったが、

アフリカ側のオーナーシップに満ちた調査

報告に接することができたことは、貴重な

経験であった。それほど、援助機関関係者

には途上国側の独自の独自の調査研究に出

会う機会が少ないのであろう。一方で、基

本的教育指標に整合性を欠くところがあり、

その信憑性を疑わざるを得ないとの印象も

あり、独自の開発計画を策定しても果たし

て援助機関側がその計画を支援するのだろ

うかという疑問もつきまとう。 

 途上国のオーナーシップとパートナーシ

ップが強調される思潮の背景には、援助の

総額をこれ以上増やせない援助国側の事情

が見え隠れしている。自助努力に限界のあ

る、あるいはパートナーとして適当でない

と判断された国々には援助しないことをも

暗示しているかもしれない。援助のソフト

化や成果重視という流れも、日本を含めた

国際援助の総額が減少している状況を考え

れば自然な成り行きとも考えられる。あら

ゆる援助政策の中心を貫いているこれら二

つの単語の途上国側でのインパクトには、

今後十分注意を払う必要があろう。途上国

に主体性が持てるのか、それともこれまで

以上の制約と条件を｢倫理｣という価値観の

もとに課す結果にならないのであろうか。 

 これまでアフリカ諸国は「アフリカ」と

して一般化されることが多かった。確かに

それらの国々に共通する点も少なくないが、

教育政策について言えば、既に随分と分化

し多様化が進んでいる。すべての国が初等

教育レベルの完全普遍化を第一に目指して

いるわけでもない。初等教育がある程度普

及した段階で中等教育を強化しようとする

国も多い。ウガンダやマラウイのように

1990 年代半ばになって、政治的に普遍化を

試みようとする国もあれば、ザンビアやモ

ザンビークのように就学率を上げる事自体

をさほど重視していないと思える国もある。

「教育開発のあり方は多様であるべきであ

り、すべての国で初等教育の 100％普及の

みを最優先教育政策とすることは、かなら

ずしも有効ではない」という視点は大切で

ある（内海 1995 81 頁）。 

 アフリカ諸国の教育を考察する際、旧宗

主国との関係だけで表面的に監察するので

はなく、教育制度の根底に流れる事柄にま

でさかのぼって議論を進めるべきである。

計量化された数値の比較だけではなく、定

性的なもの、数値の背後にある因子を解明

する事が今後さらに重要となろう。教育を

形成するそれら諸因子と教育制度や教育の

現状を関係付づけ、その関係を実証的に照

明する事ができれば、興味深い結果が得ら

れるかもしれない。 

 途上国の教育計画は、経済学や社会学を

中心とする専門家により策定されることが

多く、従って、歴史的、民族的、地理的、
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政治的観点から十分検討されていないのが

一般的である。アフリカ諸国においては、

計画というより政治的な判断で教育政策が

決定されることも少なくない。問題点は、

その判断を下すための比較教育学的な情報

（選択肢）が不足していることである。指

摘するまでもないが、記述的内容にとどま

らない「分析」が必要である。分化が進み

つつあるアフリカ諸国の教育政策を学際的

に比較研究し、初等教育に対するソフト面

での協力の可能性を検討している日本の教

育協力・援助に寄与することができるかも

しれない。 
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